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貸
付
を
開
始
し
た
月
か
ら
在
学
す

る
学
校
の
正
規
の
修
業
期
間

◆
返
還
期
間

卒
業
後
１
年
を
経
過
し
た
月
か
ら

貸
し
付
け
を
受
け
た
期
間
内

◆
貸
付
利
息
　
　
無
利
子

◆
申
請
時
期

申
請
は
、随
時
受
け
付
け
ま
す
が
、

４
月
か
ら
貸
し
付
け
を
希
望
さ
れ

る
方
は
３
月
31
日
㈮
ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
　
学
校
教
育
係
　

　
☎
62
・
３
３
１
３（
直
通
）

学
校
給
食
共
同
調
理
場
の
給
食
物

資
納
入
業
者
を
受
け
付
け
ま
す

　
平
成
29
年
度
学
校
給
食
の
食
品
食

材
の
納
入
希
望
業
者
の
受
付
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
学
校
給
食
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間

　
２
月
１
日
㈬
～
２
月
10
日
㈮

　
８
時
30
分
か
ら
17
時

　
※
祝
祭
日
、土
、日
を
除
く

◆
提
出
先

氷
川
町
学
校
給
食
共
同
調
理
場
給

食
運
営
員
会
事
務
局（
氷
川
町
学

校
給
食
共
同
調
理
場
内
）

◆
納
入
品

　
学
校
給
食
で
使
用
す
る
食
品
材
料

◆
資
　
格

　
営
業
許
可
証
を
有
す
る
こ
と

◆
選
　
定

希
望
者
が
多
数
の
場
合
は
、給
食

運
営
委
員
会
で
審
査
し
決
定
し
ま

す
。

問
学
校
教
育
課
　
学
校
給
食
係

　
☎
52･

６
２
０
２（
直
通
）

給
　
食

くらしの情報くらしの情報

　下水道に本来流してはいけない紙おむつ
やタオル、油などの異物が下水道に入り、ポ
ンプが詰まって故障する事象が多く発生して
います。
　下水道施設が異物によって詰まると、道路
や宅内に下水があふれて適切な処理ができ
なくなるばかりでなく、周辺住民の方も下水
道が使えなくなり、多大な迷惑を与えてしま
います。

次の注意を守って正しく下水道を使いましょう。
①てんぷらなどに使用した油は新聞紙など
に吸わせて燃えるゴミとして捨てる。

②トイレに紙おむつやウエットティッ
シュ、タオルなどの水に溶けないも
のは流さない。

③汚水ますに直接異物を入れない。

下水道をご使用の皆さんへ～適切な使用をお願いします～

【お問い合わせ先】　建設下水道課下水道係　☎52-5862（直通）

▲下水道にタオルが詰まっていました
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行
政
相
談
を
実
施
し
ま
す

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
ご
相

談
、お
悩
み
、お
困
り
の
こ
と
は
あ
り

ま
せ
か
。相
談
は
無
料
で
す
。

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
　
時

　
２
月
17
日
㈮
　
10
時
～
15
時

◆
場
所

　
健
康
セ
ン
タ
ー

◆
担
当
者

◦
松
田
幹
男
　
☎
62･

３
０
２
４

◦
田
口
英
輔
　
☎
62･

３
２
６
３

問
総
務
課
　
行
政
係

　
☎
52･

７
１
１
１（
直
通
）

氷
川
町
奨
学
資
金
貸
付
制
度

　
こ
の
制
度
は
、高
等
学
校
・
大
学
・

専
門
学
校
な
ど
に
進
学
ま
た
は
在
学

中
の
方
で
、経
済
的
理
由
に
よ
り
就

学
が
困
難
な
場
合
、申
請
す
る
こ
と

で
奨
学
資
金
を
貸
し
付
け
る
制
度
で

す
。

　
利
用
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◆
資
　
格

竜
北
中
学
校
、氷
川
中
学
校
の
出

身
者
で
保
護
者
が
町
内
に
居
住

し
、か
つ
、日
本
学
生
支
援
機
構
ま

た
は
そ
の
ほ
か
の
公
私
の
団
体
か

ら
学
資
の
貸
し
付
け
を
受
け
て
い

な
い
方

◆
奨
学
金
の
額（
月
額
）

◦
高
等
学
校
　
　
　  

１
万
円

◦
大
学
・
専
門
学
校
　
２
万
５
千
円

◆
貸
付
期
間

お
知
ら
せ

町
よ
り

行
　
政

教
　
育

くらしの情報

　道路に庭や山林などの樹木がはみ出
していたり、物を置いたりされているた
めに歩行者、自転車、車の通行の妨げと
なっているところがあります。
　通行を妨げるような物を置いたりし
ない、樹木などは伐採をするなどし、公
共の道路を皆が安心し、安全に通行で
きるよう管理のご協力をお願いします。

※倒木などで通行中の人や車両を損傷させた場合、木の所有者が賠償責任を問われることがあります。

・老木や病害虫などによる枯木

・台風や大雨により枝の折れた木

・枝が道路上に張りだした木

道路沿いの樹木管理のお願い！

【お問い合わせ先】　建設下水道課管理係　☎52-5856（直通）

特に注意していただきたい木


